
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
条

例

〇
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室
）　

　

一

〇
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
教
育
庁
教
職
員
課
）　

　

二

〇
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
に
係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
条

　

例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例 

（
県
立
大
学
室
）　

　

三

〇
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
財　

政　

課
）　

　

三

〇
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
市
町
村
課
）　

　

三

〇
申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
統　

計　

課
）　

　

六

〇
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
）　

　

六

 
条

例

　

行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号

　
　
　

行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
機
関
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
二
第
二
項
の
表
宮
城
県
大
崎
県
税
事
務
所
の
項
中 

を

「

宮
城
県
大
崎
県
税
事
務
所

」

 

に
、「
大
崎
市
、」
を
「
栗
原
市
、
大
崎
市
、」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県

栗
原
県
税
事
務
所
の
項
及
び
宮
城
県
登
米
県
税
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
石
巻
県
税
事
務
所
の
項
中

 

を 

に
、「
石
巻
市
、」
を

「
石
巻
市
、
登
米
市
、」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
号

　
　
　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
「

宮
城
県
北
部
県
税
事
務
所

」

「

宮
城
県
石
巻
県
税
事
務
所

」

「

宮
城
県
東
部
県
税
事
務
所

」

（1）　 平成20年12月22日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第58号　　 

発　　　　行

宮 城 県
(総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)

名　
　
　
　
　
　

称

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

位　
　
　
　
　
　

置

仙
台
市

同同同同石
巻
市

気
仙
沼
市

名
取
市



　　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
は
、
こ
の
条
例
の
施

行
の
日
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
学
校
の
相
当
の
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
に
な
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

宮
城
県
立
盲
学
校　

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

　

二　

宮
城
県
立
ろ
う
学
校　

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

　

三　

宮
城
県
立
光
明
養
護
学
校　

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

　

四　

宮
城
県
立
拓
桃
養
護
学
校　

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

　

五　

宮
城
県
立
西
多
賀
養
護
学
校　

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

　

六　

宮
城
県
立
石
巻
養
護
学
校　

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

　

七　

宮
城
県
立
気
仙
沼
養
護
学
校　

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

　

八　

宮
城
県
立
名
取
養
護
学
校　

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

　

九　

宮
城
県
立
角
田
養
護
学
校　

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

　

十　

宮
城
県
立
迫
養
護
学
校　

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

　

十
一　

宮
城
県
立
金
成
養
護
学
校　

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

　

十
二　

宮
城
県
立
古
川
養
護
学
校　

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

　

十
三　

宮
城
県
立
船
岡
養
護
学
校　

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

　

十
四　

宮
城
県
立
山
元
養
護
学
校　

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

　

十
五　

宮
城
県
立
利
府
養
護
学
校　

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

　

十
六　

宮
城
県
立
養
護
学
校
岩
沼
高
等
学
園　

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

　

十
七　

宮
城
県
立
養
護
学
校
小
牛
田
高
等
学
園　

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
一
号

　
　
　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
二
万
二
百
円
」
を
「
一
万
五
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
二
号

　
　
　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
三
千
二
百
円
」
を
「
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
千
円
」
を

「
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
千
七
百
円
」
を
「
三
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
千
二
百
円
」

を
「
二
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

号外第58号　平成20年12月22日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

角
田
市

登
米
市

栗
原
市

大
崎
市

柴
田
郡
柴
田
町

亘
理
郡
山
元
町

宮
城
郡
利
府
町

岩
沼
市

遠
田
郡
美
里
町



　

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
に
係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
を
定

め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
三
号

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
に
係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産

を
定
め
る
条
例

　

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
に
係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項

の
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
は
、
予
定
価
格
（
適
正
な
対
価
を
得
て
す
る
売
払
い
以
外
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
し
、
又

は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
見
積
価
額
）
が
七
千
万
円
以
上
の
不
動
産
（
土
地
に
つ

い
て
は
、
そ
の
面
積
が
一
件
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。）
若
し
く
は
動
産
又
は
不
動
産
の
信
託
の
受

益
権
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
四
号

　
　
　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
四
十
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
五
号

　
　
　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
六
の
二
の
項
中
「
角
田
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
加
え
、
同
表
八
の
項
ヌ
中
「
第
百
五
条
の
二
」

を
「
第
百
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ル
中
「
第
百
五
条
の
三
」
を
「
第
百
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
」

に
改
め
、
同
項
ヲ
中
「
検
査
等
」
を
「
検
査
」
に
改
め
、
同
表
八
の
四
の
項
中
「
仙
台
市
」
の
下
に
「　

名
取
市　

登

米
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

川
崎
町
」
を
加
え
、
同
表
八
の
五
の
項
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ

と
し
、
ヘ
を
ホ
と
し
、「
岩
沼
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
加
え
、
同
表
八
の
九
の
項
中
「
白
石
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

川
崎
町
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
八
の
十
の
項
と
し
、
同
表
八
の
八
の
項
中

「
白
石
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

川
崎
町
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
八
の
九
の
項
と

し
、
同
表
八
の
七
の
項
中
「
白
石
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

川
崎
町
」
を
加
え
、
同

項
を
同
表
八
の
八
の
項
と
し
、
同
表
八
の
六
の
項
中
「
白
石
市
」
の
下
に
「　

名
取
市　

登
米
市
」
を
、「
大
崎
市
」

の
下
に
「　

川
崎
町
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
八
の
七
の
項
と
し
、
同
表
八
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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四
十
の
二　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
を

請
求
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
者

交
付
を
受
け
る

と
き

１　

複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し
た

も
の
の
交
付　

用
紙
一
枚
に
つ
き
十

円
２　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で

き
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
日
本
工
業
規

格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
幅
九
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
限
る
。
以

下
２
に
お
い
て
同
じ
。）に
複
写
し
た

も
の
の
交
付　

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
一
枚
に
つ
き
二

十
円
に
当
該
報
告
書
等
の
写
し
一
枚

ご
と
に
十
円
を
加
え
た
額

３　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で

き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク

（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び

Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の

再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能

な
も
の
に
限
る
。
以
下
３
に
お
い
て

同
じ
。）に
複
写
し
た
も
の
の
交
付　

光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ
き
五
十
円
に

当
該
報
告
書
等
の
写
し
一
枚
ご
と
に

十
円
を
加
え
た
額

４　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で

き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク

（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適

合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生

す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。

以
下
４
に
お
い
て
同
じ
。）に
複
写
し

た
も
の
の
交
付　

光
デ
ィ
ス
ク
一
枚

に
つ
き
百
円
に
当
該
報
告
書
等
の
写

し
一
枚
ご
と
に
十
円
を
加
え
た
額



　　

第
二
条
の
表
十
二
の
三
の
項
中
「
仙
台
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
加
え
、
同
表
十
三
の
五
の
項
中
「
仙
台
市
」

の
下
に
「　

蔵
王
町　

川
崎
町
」
を
加
え
、
同
表
十
四
の
項
中
ノ
を
ク
と
し
、
ヲ
か
ら
ヰ
ま
で
を
カ
か
ら
オ
ま
で
と
し
、

ル
を
ヲ
と
し
、
ヲ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ワ　

法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
等

　

第
二
条
の
表
十
四
の
項
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

リ　

法
第
二
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
等
の
受
理

　

第
二
条
の
表
十
九
の
二
の
項
中
「
多
賀
城
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

蔵
王
町　

七 

 

宿
町　

大
河
原
町　

柴
田
町
」
を
、「
丸
森
町
」
の
下
に
「　

山
元
町
」
を
、「
大
衡
村
」
の
下
に
「　

色
麻
町　

涌

谷
町
」
を
、「
美
里
町
」
の
下
に
「　

女
川
町　

南
三
陸
町
」
を
加
え
、
同
表
二
十
の
二
の
項
中
「
仙
台
市
」
の
下
に

「　

岩
沼
市
」
を
加
え
、
同
表
二
十
一
の
二
の
項
中
「
仙
台
市
」
の
下
に
「　

白
石
市　

蔵
王
町　

川
崎
町
」
を
加
え
、

同
表
二
十
二
の
二
の
項
中
「
、
第
二
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
項
、
第
九

項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
、
同
表
二
十
二
の
三
の
項
中
「
角
田
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
加
え
、
同
表
二
十
二
の

四
の
項
中
「
仙
台
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
加
え
、
同
表
二
十
六
の
項
中
「
岩
沼
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を

加
え
、
同
表
二
十
七
の
二
の
項
ヌ
中
「
第
二
十
七
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
八
項
」
に
、

「
事
業
報
告
書
等
の
受
理
」
を
「
報
告
の
受
理
等
」
に
改
め
、
同
項
中
キ
を
ユ
と
し
、
カ
か
ら
サ
ま
で
を
ヨ
か
ら
キ
ま

で
と
し
、
ワ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

カ　

法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
等

　

第
二
条
の
表
二
十
七
の
四
の
項
中
「
塩
竈
市
」
の
下
に
「　

気
仙
沼
市　

名
取
市
」
を
、「
岩
沼
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

大
河
原
町
」
を
、「
亘
理
町
」
の
下
に
「　

山
元
町
」
を
、「
松
島
町
」
の
下

に
「　

利
府
町
」
を
、「
大
衡
村
」
の
下
に
「　

涌
谷
町
」
を
、「
美
里
町
」
の
下
に
「　

女
川
町
」
を
加
え
、
同
表
二

十
八
の
二
の
項
及
び
三
十
の
二
の
項
中
「
岩
沼
市
」
を
「
白
石
市　

岩
沼
市　

登
米
市
」
に
改
め
、「
東
松
島
市
」
の

下
に
「　

蔵
王
町　

川
崎
町　

山
元
町
」
を
加
え
、
同
表
三
十
の
三
の
項
中
「
塩
竈
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
加

え
、
同
表
三
十
の
四
の
項
中
「
岩
沼
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
栗
原
市
」
の
下
に
「　

東
松
島
市　

大
崎
市

　

大
河
原
町　

川
崎
町
」
を
、「
亘
理
町
」
の
下
に
「　

山
元
町
」
を
、「
松
島
町
」
の
下
に
「　

七 

浜
町　

利
府
町
」

を
、「
色
麻
町
」
の
下
に
「　

涌
谷
町
」
を
、「
美
里
町
」
の
下
に
「　

女
川
町
」
を
加
え
、
同
表
三
十
の
五
の
項
中

「
多
賀
城
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
栗
原
市
」
の
下
に
「　

東
松
島
市　

大
崎
市　

大
河
原
町　

川
崎
町
」

を
、「
亘
理
町
」
の
下
に
「　

山
元
町
」
を
、「
松
島
町
」
の
下
に
「　

七 

浜
町　

利
府
町
」
を
、「
色
麻
町
」
の
下

ケ

ケ

ケ

に
「　

涌
谷
町
」
を
、「
美
里
町
」
の
下
に
「　

女
川
町
」
を
加
え
、
同
表
三
十
の
九
の
項
中
「
白
石
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

川
崎
町
」
を
加
え
、
同
表
三
十
一
の
項
チ
中
「
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

で
」
を
「
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
表
三
十
二
の
項
中
「
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
」
を
「（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

ロ　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等
（
イ
に
掲
げ
る
指
示
に
係
る
も
の
で

あ
っ
て
、
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。）

　

第
二
条
の
表
三
十
三
の
項
中
「
岩
沼
市
」
の
下
に
「　

登
米
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

蔵
王
町　

川
崎
町
」

を
、「
丸
森
町
」
の
下
に
「　

七 

浜
町
」
を
加
え
、
同
表
三
十
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　　

第
二
条
の
表
三
十
四
の
二
の
項
中「
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。」及
び「
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。」

を
削
り
、
同
項
ロ
中
「
ル
」
を
「
ヲ
」
に
改
め
、
同
項
中
ム
を
ノ
と
し
、
ラ
を
ヰ
と
し
、
同
項
ナ
中
「
第
八
条
の
二
第

二
項
、
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
中
ナ
を
ウ
と
し
、
ネ
を
ラ
と
し
、
ラ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　

ム　

法
第
百
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
示
（
ヲ
、
タ
及
び
ラ
に
掲
げ
る
許
可
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

　

第
二
条
の
表
三
十
四
の
二
の
項
中
ツ
を
ナ
と
し
、
タ
か
ら
ソ
ま
で
を
ソ
か
ら
ネ
ま
で
と
し
、
ヨ
を
タ
と
し
、
タ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

レ　

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
連
絡
調
整
等

　

第
二
条
の
表
三
十
四
の
二
の
項
中
カ
を
ヨ
と
し
、
ル
か
ら
ワ
ま
で
を
ヲ
か
ら
カ
ま
で
と
し
、
同
項
ヌ
中
「
ト
及
び
リ
」

を
「
チ
及
び
ヌ
」
に
改
め
、
同
項
中
ヌ
を
ル
と
し
、
ヘ
か
ら
リ
ま
で
を
ト
か
ら
ヌ
ま
で
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

　
　

ヘ　

法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
連
絡
調
整
等

ケ
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八
の
六　

土
地
改
良
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ

る
認
可
等

仙
台
市　

白
石
市　

名
取

市　

岩
沼
市　

登
米
市　

大
崎
市　

川
崎
町　

丸
森

町　

亘
理
町　

松
島
町　

加
美
町　

美
里
町

三
十
四　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。）
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ　

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

　

ロ　

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新

　

ハ　

法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

　

ニ　

法
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
連
絡
調
整
等

　

ホ　

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
命
令
等

　

ヘ　

法
第
八
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等

　

ト　

法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
等

チ　

法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
（
イ
、
ハ
及
び
ト
に
掲
げ
る
指
定
等

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

　

リ　

省
令
第
百
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
事
項
の
省
略
等

栗
原
市



　

第
二
条
の
表
三
十
四
の
四
の
項
イ
中
「
捕
獲
」
を
「
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
捕
獲
等
」
と
い
う
。）」
に

改
め
、
同
項
ロ
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
、「
命
令
等
（
イ
に
掲
げ
る
許
可
等
」
を
「
命
令
（
法
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
許
可
を
受
け
な
い
で
し
た
捕
獲
等
及
び
イ
に
掲
げ
る
条
件
の
付
加
」
に
改
め
、
同
項
ヲ

中
「
ト
」
を
「
チ
」
に
改
め
、
同
項
ヲ
を
同
項
ワ
と
し
、
同
項
ル
中
「
ハ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
、
同
項
中
ル
を
ヲ
と
し
、

ヌ
を
ル
と
し
、
同
項
リ
中
「
ハ
及
び
ト
」
を
「
ニ
及
び
チ
」
に
改
め
、
同
項
リ
を
同
項
ヌ
と
し
、
同
項
チ
中
「
ト
」
を

「
チ
」
に
改
め
、
同
項
中
チ
を
リ
と
し
、
ハ
か
ら
ト
ま
で
を
ニ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
（
イ
に
掲
げ
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

　

第
二
条
の
表
中
三
十
四
の
六
の
項
を
三
十
四
の
八
の
項
と
し
、
三
十
四
の
五
の
項
を
三
十
四
の
六
の
項
と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
条
の
表
三
十
四
の
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
八
の
項
、
十
四
の
項
、
二
十

七
の
二
の
項
、
三
十
一
の
項
及
び
三
十
二
の
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
表
二
十
二
の
二
の
項
の
改
正
規

定
及
び
三
十
四
の
二
の
項
の
改
正
規
定
（「
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。」
及
び
「
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三

十
六
号
。」
を
削
る
部
分
を
除
く
。）
は
介
護
保
険
法
及
び
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法

律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
、
同
表
三
十
四
の
項
の
改
正
規
定
（
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
及
び
三
十
四

の
二
の
項
の
改
正
規
定
（「
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。」
及
び
「
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。」
を

削
る
部
分
に
限
る
。）は
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
又
は
介
護
保
険
法
及
び
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
又
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
っ
た
処
分
そ
の
他

の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
法
令

等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
市
町
村
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
て
な

さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
六
号

　
　
　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
の
表
一
の
項
ロ
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
第
四
条
」
を
「
第
六

条
」
に
改
め
、
同
項
ニ
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
書
換
え
交
付
」
を
「
書
換
交
付
」
に
改

め
、
同
項
ホ
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ヘ
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、

同
表
二
の
項
ロ
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
第
四
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改

め
、
同
項
ニ
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
書
換
え
交
付
」
を
「
書
換
交
付
」
に
改
め
、
同
項

ホ
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ヘ
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
表
三

の
項
ハ
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
ヘ
中
「
書
換
え
交
付
」
を
「
書
換
交
付
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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三
十
四
の
七　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の

　

イ　

政
令
第
二
十
条
の
二
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

　

ロ　

政
令
第
二
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

　

ハ　

政
令
第
三
十
八
条
の
四
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

　

ニ　

政
令
第
三
十
九
条
の
七
第
九
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

仙
台
市

三
十
四
の
五　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く

事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

法
第
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
一
項
及

び
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
（
法
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る

特
定
鳥
獣
の
数
の
調
整
の
た
め
の
鳥
獣
（
イ
ノ
シ
シ
に
限
る
。）
の
捕
獲
等

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
捕
獲
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ロ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違

反
し
て
許
可
を
受
け
な
い
で
し
た
捕
獲
等
及
び
イ
に
掲
げ
る
条
件
の
付
加
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

ハ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
（
イ
に
掲
げ
る
許
可
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

ニ　

法
第
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等
（
イ

に
掲
げ
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ホ　

省
令
第
七
条
第
八
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

要
求
等
（
イ
に
掲
げ
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

仙
台
市　

白
石
市　

角
田

市　

蔵
王
町　

大
河
原
町

　

村
田
町　

柴
田
町　

川

崎
町　

丸
森
町　

亘
理
町

　

山
元
町



　

統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
七
号

　
　
　

統
計
調
査
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

統
計
調
査
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
県
統
計
調
査
の
適
正
な
運
営
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
統
計
調
査
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
、
も
っ

て
統
計
の
真
実
性
を
確
保
」
を
「
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
及
び
こ
れ
に

基
づ
く
命
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
統
計
調
査
の
実
施
及
び
結
果
の
利
用
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
県
統
計
調
査
の
適
正
な
運
用
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
経
済
の
健
全
な
発
展
及
び
県
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
」

に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
県
統
計
調
査
」
と
は
、
県
が
統
計
の
作
成
を
目
的
と
し
て
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体

（
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う
。）
に
対
し
事
実
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う
調
査
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

　

一　

県
が
そ
の
内
部
に
お
い
て
行
う
も
の

二　

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
以
外
の
法
律
又
は
政
令
に
お
い
て
、
市
町
村
に
対
し
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
る
も
の

三　

国
の
行
政
機
関
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
を
い
う
。）
そ
の
他
の
者
か
ら
の
委
託
を
受
け
て

行
う
も
の

四　

統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
に
関
し
て
行
う
も

の

　

第
二
条
第
二
項
中
「
県
指
定
統
計
調
査
」
を
「
県
基
幹
統
計
調
査
」
に
、「
前
項
に
規
定
す
る
県
統
計
調
査
の
う
ち

知
事
等
」
を
「
県
統
計
調
査
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
「
知
事
等
」
と

い
う
。）」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
県
指
定
統
計
調
査
」
を
「
県
基
幹
統
計
調
査
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
県
指
定
統
計
調
査
の
た
め
、
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う
。）」
を

「
県
基
幹
統
計
調
査
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
個
人
又
は
法
人
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
こ
れ
を
拒
み
、
又
は
虚
偽
の
申
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
未
成
年
者
（
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有

す
る
者
を
除
く
。）
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
、
本
人
に
代
わ
っ
て
申

告
を
す
る
義
務
を
負
う
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
県
指
定
統
計
調
査
」
を
「
県
基
幹
統
計
調
査
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
県
基
幹
統
計
調
査
と
誤
認
さ
せ
る
調
査
の
禁
止
）

第
七
条　

何
人
も
、
県
基
幹
統
計
調
査
の
申
告
の
求
め
で
あ
る
と
人
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
又
は
説
明
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
求
め
に
対
す
る
申
告
と
し
て
、
個
人
又
は
法
人
等
の
情
報
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

第
八
条
及
び
第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
調
査
票
情
報
の
二
次
利
用
）

第
九
条　

知
事
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
県
統
計
調
査
に
係
る
調
査
票
情
報
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す

る
調
査
票
情
報
を
い
う
。）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

統
計
の
作
成
又
は
統
計
的
研
究
を
行
う
場
合

　

二　

統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
に
係
る
名
簿
を
作
成
す
る
場
合

　

第
十
一
条
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
集
計
さ
れ
た
結
果
を
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
前
に

他
に
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
第
二
号
中
「
県
指
定
統
計
調
査
」
を
「
県
基
幹
統
計
調
査
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
県
基
幹
統
計
調
査
の
申
告
の
求
め
で
あ
る
と
人
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
又

は
説
明
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
求
め
に
対
す
る
申
告
と
し
て
、
個
人
又
は
法
人
等
の
情
報
を
取
得
し
た
者

　

第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
統
計
調
査
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
て
い
る
県
指

定
統
計
調
査
は
、
改
正
後
の
統
計
調
査
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
県
基
幹
統
計
調
査
と
み

な
す
。

３　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
八
号

　
　
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
（
平
成
十
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
電
磁
的
方
法
）

第
三
条
の
二　

法
第
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
条
例
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

　

一　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ　

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ　

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二　

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（7）　 平成20年12月22日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第58号　　 


